
美作市監査委員告示第４号 

 

平成２６年１２月８日付け美作監査第１０５号で提出した東粟倉工房株式会

社の監査結果の報告（以下監査結果という）に対し、措置をした旨の通知があっ

たので、地方自治法第１９９条第１２項の規定によりこれを公表する。 

なお、本通知については、監査結果に対して一部措置したものであり、監査結

果の第７の一「美作市に対する意見」で改善を求めた事項及び無効・違法支出行

為責任者の措置については措置報告がないものと判断する。 

 

 平成２８年１２月２６日 
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